
理

由

農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
農
地
中
間
管
理
事
業
に
係
る
手
続
の
簡
素
化
、
農
地
中
間

管
理
機
構
と
農
業
委
員
会
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
、
農
用
地
利
用
改
善
事
業
等
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
約

の
加
速
化
、
農
地
の
利
用
の
集
積
に
支
障
を
及
ぼ
す
場
合
の
転
用
不
許
可
要
件
へ
の
追
加
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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